
平成２４年３月１４日開催教育委員会会議記録 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成 24 年 3 月 14 日（水） 午後 2時 00 分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 2時 00 分 

閉  会 午後 3時 08 分 

 
出席委員 
  委   員   長    横  井  利  男 
  委       員    髙  木  新 太 郎 
 委       員    雁  部  隆  治 
 教   育   長    横  山  信  雄 

 

  
 説明のために出席した職員 
   教 育 委 員 会 事 務 局 次 長   小  暮  眞  人 
   庶 務 課 長      後  藤  隆  宏 
   学  務  課  長   藤  田     悟  

指  導  室  長   橋  爪  昭  男  
      すみだ教育研究所長   渡  部  和  美 
   生 涯 学 習 課 長   金  子  し の ぶ 
   ス ポ ー ツ 振 興 課 長      中  山  賢  治 
   あ ず ま 図 書 館 長      村  田  里  美 
 

 
 
２ 会議の概要 
○横井委員長 それでは、教育委員会を始めたいと思います。本日の会議録署名人は雁部委員にお願い

いたします。 
  本日は鈴木委員が都合により欠席しています。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条

第２項の規定により委員長及び在任委員の過半数が出席しており会議が有効に成立していることを

ご報告いたします。 
（平成２４年１月１１日教育委員会会議録確認） 

 （平成２４年１月２５日教育委員会会議録確認） 
 （平成２４年２月１日教育委員会会議録確認） 



（平成２４年２月１３日教育委員会会議録確認） 
○ 横井委員長 議事に入る前に本日の教育委員会の非公開についてお諮りしたいと思います。地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の第１３条第６項で、教育委員会は公開すると規定されていま

すが、同項のただし書きの規定により、人事に関する事件その他の事件について、委員長または委

員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、会議を公開しないことができ

ることになっております。本日は議決事項９件及び報告事項６件を予定しておりますが、この議案

第19号「学校医等の退任に伴う感謝状の贈呈について」、議案第20号「平成24年度学校（園）医、

学校（園）歯科医、学校（園）薬剤師の委嘱発令について」、議案第21号「墨田区青少年委員に対す

る感謝状の贈呈について」、議案第22号「平成24・25年度墨田区青少年委員の委嘱について」、議案

第23号「墨田区体育指導委員の退任に伴う感謝状の贈呈について」及び議案第24号「墨田区スポー

ツ推進委員の委嘱発令について」は人事に関する事件に該当しますので、当該の議決については非

公開にしたいと思いますがご異議ございませんか。 
 それではご異議ないものと認め議案第19号から議案第24号の議決事項6件については、非公開と

することに決定します。なお議事の都合により適宜教育委員会を閉じ、休憩をしたいと思いますの

で、ご了承ください。それでは日程に従って進めさせていただきます。 
 

議決事項第１ 

 議案第１６号「墨田区教育委員会事務局処務規則の一部改正について」の案件を上程し、庶務課長が

説明する。 

○ 横井委員長 それでは、議決事項第１、議案第16号「墨田区教育委員会事務局処務規則の一部改正

について」原案どおり改正することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第２ 

 議案第17号「墨田区体育指導委員に関する規則の一部改正について」の案件を上程し、スポーツ振興

課長が説明する。 

○ 横井委員長  なにか質問はございませんか。 
○ 髙木委員 第6号中「行なう」を「行う」に改めるということですが、どう違うのですか。 
○ スポーツ振興課長 昭和37年の当初この規則が制定されまして、その時の送り仮名から現在の送り

仮名に変わったということです。 
○ 横井委員長 それでは、議決事項第２、議案第17号「墨田区体育指導委員に関する規則の一部改正

について」原案どおり改正することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第３ 

 議案第18号「寄付に対する感謝状の贈呈について」の案件を上程し、庶務課長が説明する。 

○ 横井委員長 何かご質問はございませんか。それでは、議決事項第３、議案第18号「寄付に対する



感謝状の贈呈について」原案どおり贈呈することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでし

ょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 

報告事項第１ 

 墨田区選挙管理委員会委員長及び同職務代理の就退任について、資料１のとおり庶務課長が説明する。 

○ 横井委員長 何かご質問はありませんか。それでは報告承ります。 
 
報告事項第２ 

 平成24年度小・中学校給食費について、資料２のとおり学務課長が説明する。 

○ 横井委員長 何か質問はございませんか。小学校の中高学年が２％くらいで、他は１％くらい上が

るのですね。報告承りました。 
 
報告事項第３ 

 インフルエンザの発生状況について、資料３のとおり学務課長が説明する。 

○ 横井委員長 報告承りました。 

 

報告事項第４ 

 児童・生徒に関する事故等について、資料４のとおり指導室長が説明する。 

○ 横井委員長 何か質問はございませんか。 
○ 髙木委員 この生徒間の暴力行為は解決したのですか。 
○ 指導室長 はい、その場で謝りあって解決しました。 
○ 横井委員長 交通事故の管理下というのは、登下校も入るのですか。 
○ 指導室長 はい、入ります。交通事故については、管理外が多いです。 
○ 髙木委員 別件逮捕されているこの少年は、また戻ってきているのですか。 
○ 指導室長 この別件逮捕の件はとなりの警察署の管轄で、この恐喝事件の管轄とは違います。その

ため、詳しいことは教えていただけないので、どうなったかという情報は入ってきておりません。 
○ 横井委員長 この少年は、墨田区民ですか。 
○ 指導室長 それについても、不明です。 
○ 髙木委員 この少年は中学生ですか。 
○ 指導室長 中学生ではありません。高校を卒業していると思われます。 
○ 雁部委員 来年度は、スカイツリーの開業もあるので、事故が増えるかもしれませんね。 
○ 横井委員長 報告承りました。 
 
報告事項第５ 

 平成23年度子どもの体力向上推進優秀校の表彰について、資料５のとおり指導室長が説明する。 

○ 横井委員長 ご質問はございませんか。 
○ 髙木委員 対象は小学校のみですか。中学校もあるのでしょうか。 



○ 指導室長 両方あります。今回はたまたま、小学校になりました。 
○ 横井委員長 推薦は、多数しているのですか。 
○ 指導室長 3校のみ推薦しました。 
○ 横井委員長 報告承りました。 
 
報告事項第６ 

 立花大正民家園旧小山家住宅の有料貸出の一部中止について、資料６のとおり生涯学習課長が説明す

る。 

○ 横井委員長 何かご質問はございませんか。 
○ 雁部委員 一般の開放はそのままですか。 
○ 生涯学習課長 はい、そのままです。 
○ 横井委員長 有料貸出の場合、主にどういう使い方をするのですか。 
○ 生涯学習課長 最近は、サブカルチャー的な写真撮影が増えておりまして、例えば、着物やアニメ

の格好をしたり、そういう同好会的な利用が多いです。9割近くが区外の方で、口コミで広がってい

るようです。この3年間で、貸出件数がどんどん増えてます。せっかく遠くから来た方に、中を見て

いただこうと、一般の貸出しを優先しました。 
○ 髙木委員 9割が区外というのも不思議ですね。 
○ 横井委員長 ありがとうございました。他に報告事項はございませんか。それでは、ここで議事の

都合により、教育委員会を一旦休憩いたします。 
   （秘密会） 
○ 横井委員長 以上で予定の議決事項と報告事項は終了しました。これで、教育委員会を閉会します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２４年３月１４日開催教育委員会会議記録（秘密会） 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成 24 年 3 月 14 日（水） 午後 2時 00 分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 2時 38 分 

閉  会 午後 3時 08 分 

 
出席委員 
  委   員   長    横  井  利  男 
  委       員    髙  木  新 太 郎 
 委       員    雁  部  隆  治 
 教   育   長    横  山  信  雄 

 

  
 説明のために出席した職員 
   教育委員会事務局次長   小  暮  眞  人 
   庶 務 課 長      後  藤  隆  宏 
   学  務  課  長   藤  田     悟  

指  導  室  長   橋  爪  昭  男  
      すみだ教育研究所長   渡  部  和  美 
   生 涯 学 習 課 長   金  子  し の ぶ 
   スポーツ振興課長       中  山  賢  治 
   あ ず ま 図 書 館 長      村  田  里  美 
 

 
 
２ 会議の概要 

○ 横井委員長 ただ今から教育委員会を再開いたします。 

 

議決事項第１ 

 議案第19号「学校医等の退任に伴う感謝状の贈呈について」の案件を上程し、学務課長が説明する。 

○ 横井委員長 何か、ご質問はございませんか。 

○ 髙木委員 教育委員会は原則公開なのですから、秘密会というのはおかしいと思います。秘密会に

するということは、暗黙のうちに、おかしな人がいるとうことではないですか。 

○ 横井委員長 いるかもしれないということも含んでいるという想定です。 



○ 髙木委員 それは、事前にチェックしておけばいいのではないですか。そうすれば、公開してもか

まわないわけですよね。原則は公開なのだから、運用の仕方を間違えていると思います。人にまつ

わることは全部秘密会になってしまうわけですよね。 

○ 横井委員長 髙木委員のご意見は議論の内容ではなく、少なくとも結果は公表するということでし

ょうか。 

○ 髙木委員 退任するというのは教育委員会が言ってるのですか、それとも本人が言ってるのですか。 

○ 学務課長 当事者です。 

○ 髙木委員 当事者から言ってきているものに、なぜ秘密会にする必要があるのですか。 

○ 横井委員長 結果を公表するのは問題ないと思います。 

○ 庶務課長 人事案件なので議論自体非公開にして、議論自体に問題がなければ会議録を事後的に公

開するということは問題ないと思います。そういう運用の仕方はいかがでしょうか。 

○ 髙木委員 それも一つの案だと思います。 

○ 次長 個人に関する話題がでないのであれば問題ないと思います。ただ、誰々は過去にこういうこ

とがありました等、そういうご意見がでるのだと、それは個人に関する情報なので非公開になると

思います。 

○ 髙木委員 それを削除して公開すればいいのではないですか。 

○ 次長 事後公開は可能ということです。 

○ 横井委員長 では、結果については情報公開条例に留意したうえで公開し、原則議事については、

公開はするということでよろしいでしょうか。 

   では、ただ今の退任者についてはよろしいでしょうか。それでは、議決事項第１議案第19号「学

校医等の退任に伴う感謝状の贈呈について」原案どおり贈呈することにしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
○横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 

議決事項第２ 

議案第20号「平成24年度学校（園）医、学校（園）歯科医、学校（園）薬剤師の委嘱発令について」

の案件を上程し、学務課長が説明する。 

○ 横井委員長 何かご質問はございませんか。 
それでは、議決事項第２議案第20号「平成24年度学校（園）医、学校（園）歯科医、学校（園）薬剤

師の委嘱発令について」原案どおり委嘱することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょう

か。 
          （「異議なし」の声あり） 
○横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第３ 

  議案第21号「墨田区青少年委員に対する感謝状の贈呈について」の案件を上程し、生涯学習課長が説

明する。 

○ 横井委員長 何かご質問はございますか。 



それでは、議決事項第３議案第21号「墨田区青少年委員に対する感謝状の贈呈について」原案どおり

贈呈することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 

議決事項第４ 

  議案第22号「平成24・25年度墨田区青少年委員の委嘱について」の案件を上程し、生涯学習課長が

説明する。 

○ 横井委員長 青少年委員名簿の23番、24番両方とも隅田小学校となっていることの説明をお願いし

ます。 

○ 生涯学習課長 青少年委員については、原則小学校の学区域で１名となってますが、合併した小学

校に関しては、それぞれの旧校から１名ずつということで、現在2名選出になっております。以前、

教育委員会でお話させていただいておりますが、次の平成２６・２７年度の青少年委員の委嘱の時

から、統合校については、統合年度を含めて6年間2名まで選出可能で、7年目以降については1名の

選出になります。ですから25年度までは、統合校は2名まで選出可能なため、隅田小学校は2名とな

っております。 
○ 横井委員長 それは内規になるのですか。 
○ 生涯学習課長 はい、要領で定めています。 
○ 髙木委員 そうすると梅若小学校はどうですか。 
○ 横井委員長 希望がなければいいということですか。 
○ 生涯学習課長 梅若小学校については、今回2名選出されていたのですが、体調不良等により、1名

の方は辞退されました。候補者がみつかれば、年度途中から2名になります。 
○ 教育長 立花吾嬬の森小学校はもともと1名なのですか。 
○ 生涯学習課長 今までは2名でしたが、候補者がみつからず、今回から1名になりました。 
○ 髙木委員 最後にある、「少年団体」とはなんですか。 
○ 生涯学習課長 地域の子供会を統合している「墨田区少年団体連合会」のことです。ここの団体か

ら2名以内選出ということで、今は1名が選出されています。 
○ 横井委員長 堤・梅若の場合、後で増えるというのは不自然なような気がします。 
○ 生涯学習課長 錦糸小学校で候補者がみつからず、年度の途中から委嘱したことも過去の事例であ

ります。梅若小学校は統合したばかりなので、旧小学校から1名ずつとお願いしております。  
○ 横井委員長 その他ご意見はございませんか。 
それでは、議決事項第４議案第22号「平成24・25年度墨田区青少年委員の委嘱について」原案どおり

委嘱することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第５ 

  議案第23号「墨田区体育指導委員の退任に伴う感謝状の贈呈について」の案件を上程し、スポーツ振

興課長が説明する。 



○ 横井委員長 何かご質問はございますか。 

それでは、議決事項第５議案第23号「墨田区体育指導委員の退任に伴う感謝状の贈呈について」原案

どおり贈呈することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。 
 
議決事項第６ 

  議案第24号「墨田区スポーツ推進委員の委嘱発令について」の案件を上程し、スポーツ振興課長が説

明する。 

○ 横井委員長 何かご質問はございますか。 

○ 髙木委員 例えば一番上のかたで、特技がバドミントンとありますが、この人はずっとバドミント

ン指導に携わるのでしょうか。それとも他のスポーツにも携わるのですか。 
○ スポーツ振興課長 このスポーツ推進委員さんの職務は特技に関わらず、区民に対するスポーツの

実技指導の他、その地域のスポーツ推進に関わる全般についてということでございます。この特技

について指導する機会のほうが少ない状況です。現状の活動の内容といたしましては、高齢者向け

の健康体操教室や、障害者スポーツリクリエーション大会などの活動をしていただいております。 
○ 髙木委員 かなり幅広いのですね。 
○ 横井委員長 退任された方に、卓球や空手の方がいますが、新しい委員にはそういう方がいなくて、

不都合はないと考えていいのですか。 
○ スポーツ振興課長 特技に関わらず活動していただいている状況ですので、特に不都合はありませ

ん。 
○ 横井委員長 他に質問はございませんか。それでは、議決事項第６議案第24号「墨田区スポーツ推

進委員の委嘱発令について」原案どおり委嘱することにしたいと思いますが、ご異議ございません

でしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 それでは、原案どおり決定いたします。以上で予定の報告事項、議決事項は全て決定

いたしました。これで教育委員会を閉会いたします。 
 
 
 
 
 

 
 
 


